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厚生労働科学研究費補助金 

（医薬品・医療機器等レギュラトリーサイエンス総合研究事業） 

総括研究報告書 

 

「国民のニーズに応える薬剤師の専門性のあり方に関する調査研究」 

 

研究代表者  矢野 育子 神戸大学医学部附属病院・教授 

  

研究要旨 

 本研究班では、専門性を有する薬剤師の認定制度を、国民にとって分かりやすくニー

ズに沿ったものとするために、医療機関に勤務する薬剤師に求められる専門領域を医

療マネジメントの観点から決定するプロセスを考案するとともに、薬剤師の専門性の

質を保証するための具体的な仕組みについて提案することを目的に３年間にわたって

調査してきた。 

 最終年度では、他の医療職や海外事例を参考にしながら、専門薬剤師の認定要件や名

称・定義に関する改定案を作成するとともに、第三者機関の認証の必要性等の課題につ

いて、主な関連団体と個別に意見交換を行なった。さらに、公開シンポジウムを開催し、

３年間の研究成果を報告するとともに、専門薬剤師のあり方に関する課題について主

な団体のステークホルダーや参加者と意見交換するとともに、事後アンケートを通し

て広く公開シンポジウム参加者から意見を聴取した。その結果、専門薬剤師の認定要件

や名称・定義に関する提案、第三者評価の必要性については多くの同意する意見が得ら

れたが、具体的な第三者機関の運営方法についての課題が残った。また、専門薬剤師の

前提条件であるジェネラリストとしての薬剤師の質向上を望む声も多く、卒後・生涯教

育を体系的に行うことの重要性やキャリアパスの提示とともに、専門性を持った薬剤

師の貢献事例を蓄積していくことの重要性などが指摘された。 

薬剤師の専門性に関する課題は、国民のニーズに応える薬剤師そのもののあり方と

合わせて検討することが重要で、専門薬剤師制度を運営する学会・団体の枠を超えて、

公的な場で継続して議論していく必要のあることが示された。 

 

研究分担者： 

入江 徹美 熊本大学大学院生命科学研究部・

教授 

研究協力者： 

大村 友博 神戸大学医学部附属病院・准教授 

近藤 悠希 熊本大学大学院生命科学研究部・

准教授 

安原 眞人 帝京大学薬学部・特任教授 

 

Ａ．研究目的 

 本研究の目的は、専門性を有する薬剤師の認

定制度を、国民にとって分かりやすくニーズに

沿ったものとするために、病院や薬局に勤務す

る薬剤師に求められる専門領域を医療マネジ

メントの観点から決定するプロセスを考案す

るとともに、薬剤師の専門性の質を保証するた

めの具体的な仕組みについて提案することで

ある。 
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 令和４年度は、これまでの研究班が提示した

専門薬剤師の質保証のための認定要件の改定

案や第三者機関認証の仕組みについて、各団体

に対してヒアリングを行うとともに、公開シン

ポジウムを開催することで、研究班の活動を周

知し、広く意見を聴取した。 

 

Ｂ．研究方法 

１．薬剤師認定制度認証機構（CPC）との意見

交換 

 CPC 内に新たに設置された第２次ビジョン

委員会で、「国民のニーズに応える薬剤師の専

門性のあり方に関する調査研究」班の３年間の

研究成果を説明し、CPC 側委員と研究班で WEB

ミーティングによって意見交換を行った。 

 

２．薬剤師の主な団体・学会との意見交換 

 日本病院薬剤師会、日本医療薬学会、日本薬

剤師会と個別に、各団体役員と研究班で、最終

報告に向けて意見交換を WEBミーティングによ

って行った。 

 

３．公開シンポジウムの開催 

 研究班の研究成果について令和４年２月 23

日に公開シンポジウムを現地と WEB のハイブ

リッド開催し、各学会・団体代表者にコメンテ

ーターとして登壇いただき意見交換を行った。

また、３月１日～３月 28 日までオンデマンド

配信も行った。そして事後アンケートを行い、

参加者から広く意見を収集した。 

  

（倫理面への配慮） 

 本研究は主として研究代表者、研究分担者及

び研究協力者による、各学会・団体代表者に対

するヒアリングによって進めた。また、公開シ

ンポジウムの参加者を対象に事後アンケート

を実施した。ヒアリング及びアンケート調査は

回答者の自由意志に基づき行なったため、倫理

上問題はない。 

 

Ｃ．研究結果 

１．薬剤師認定制度認証機構（CPC）との意見

交換 

 令和４年 10 月 18 日に CPC 内に新たに設置

された第 2 次ビジョン委員会で、「国民のニー

ズに応える薬剤師の専門性のあり方に関する

調査研究」研究班のこれまでの研究成果を紹介

し、専門薬剤師制度の質保証について、委員と

意見交換を行った（WEB開催）。 

出席者：（CPCビジョン委員会委員）奥田真弘、

久保田理恵、俵木登美子、橋田 充、林 昌洋、

望月眞弓、安原眞人、山田勝士、（CPC事務局）

吉田武美、伊藤 喬、田中美香、（研究班）矢

野育子、入江徹美、大村友博、（オブザーバー）

厚生労働省医薬・生活衛生局総務課 

 

まず、研究代表者の矢野から資料を用いて、

最終年度を迎えた研究班のこれまでの研究成

果について説明した。それに対し、以下のよう

な意見・質疑があった。 

⚫ 研修認定薬剤師に関して、資格取得に必要

な年限、名称、日本薬剤師会生涯学習シス

テム（JPALS）では研修がなくポートフォ

リオと WEB テストでの確認であることな

ど、様々に異なる実態があるが、生涯研修

認定制度（G）であれば薬剤師のベーシッ

クな知識・技能について同等として取り扱

っていることが指摘された。 

⚫ 団体によって認定薬剤師―専門薬剤師、専

門薬剤師―指導薬剤師と名称が異なる現

状に対し、研究班が名称を定義し統一する

ことができれば患者に対しても良いこと

であるとの意見があった。 

⚫ 研究班の示した研修認定薬剤師の基準と

して、日本病院薬剤師会の病院薬学認定薬

剤師もしくは JPALS認定薬剤師（CL5以上）

を基本とし、CPCの生涯研修認定制度（G）

については過渡的には可となっているこ
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とに質問があり、最終報告では CPCの特定

領域認定制度（P）も必要な基準とする予

定であることを研究班から回答した。 

⚫ 専門カリキュラムの基準について質問が

あり、専門領域の研修にはカリキュラム制

とプログラム制があるが、薬剤師の研修と

してはカリキュラム制が適当と考え、例え

ば５年間の研修カリキュラムを各団体が

具体的に整備してもらいたいと研究班か

ら回答した。 

⚫ 専門薬剤師の前提となる認定薬剤師のレ

ベルが各団体で様々であり、そのレベルを

揃える必要があるのではないか。CPCとし

て認証している(G)の研修の質保証につい

てさらに検討が必要との意見があった。 

⚫ 医療にかかわる薬剤師の専門性では実務

経験が重要であり、論文だけ書いているの

では不十分である。説明資料にある「医療

機関以外の薬剤師の専門性への配慮」とは

何かとの質問があり、学会を対象とした令

和３年度のアンケートに寄せられた意見

でレギュラトリーサイエンスや医薬品情

報など大学等に所属する薬剤師に配慮を

求める意見を反映したものである。研究班

の課題が薬剤師による薬学的管理と専門

領域の関係であることから実務を尊重す

ることは当然であるが、例えば症例を事例

で読み替えるなど医療機関に所属しない

薬剤師を排除しないような配慮は可能と

考えていることを研究班から回答した。 

⚫ 研究班の提案する専門薬剤師制度と日本

医療薬学会が提供している専門薬剤師制

度について質問があり、前年度に研究班が

日本医療薬学会や日本病院薬剤師会にヒ

アリングを行い、ほぼ整合性のある制度設

計となっていることを説明した。 

⚫ ３段階のキャリアパスの内、２段階目の領

域別認定薬剤師が括弧書きになっている

扱いについて質問があり、２段階目と３段

階目の専門薬剤師の違いは学術要件の有

無であり、第２段階をスキップして第１段

階から第３段階に進む制度も可能である

ことを研究班から回答した。 

⚫ 医療現場を完全に離れてアカデミアや行

政の場で活躍する薬剤師についても専門

薬剤師として認定するケースについて質

問があり、研究班が提案する（第三者認証

を受けた）専門薬剤師として認証すること

は困難かもしれないが、各学会が独自の専

門薬剤師として認証することは制限しな

い。週 1回などの頻度で医療現場の業務を

継続されていれば症例の数を減らすなど

して専門薬剤師を継続することは可能と

考えていることを研究班から回答した。 

⚫ 第三者認証の専門薬剤師と学会認定の専

門薬剤師の２本立てになることは、社会か

ら理解されるかとの指摘があり、あるべき

姿としては全ての専門薬剤師が要件の揃

った者であることが望ましいが、現実的に

は色々な歪みが生じるので２種類が混在

するのはやむを得ないと考えている。第三

者認証により広告可能となるなどの特典

があれば、やがて統一化されることを期待

していることを研究班から回答した。 

⚫ CPC の認証する制度全体の薬剤師の質を

どう担保するかがそもそもの問題であり、

ベースとなる研修認定薬剤師の質の担保

を考えた上で専門薬剤師の質の担保を議

論することになるのかと思うとの意見が

あった。 

⚫ 専門薬剤師制度に関する議論のスケジュ

ール感について、研究班としては新しい専

門薬剤師制度が次々と生まれつつある現

状に鑑み、第三者認証の仕組みをできるだ

け早く動かしたいと考えている。CPCの専

門薬剤師認定制度(S)の認証要件に研究班

の専門薬剤師の要件を取り込んで運用を

開始することで、研究班が提唱する専門薬
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剤師制度が実効性のあるものになるので

はないかと考えている。 

⚫ CPCのホームページに公開されている「特

定領域認定制度及び専門薬剤師認定制度

の認証申請書の評価方針」の頁を画面共有

して、現在の(S)の評価方針に研究班の専

門薬剤師の要件を取り込むことに特段の

齟齬は生じないことが CPC 側から示され

た。 

⚫ がん専門薬剤師のように同じ領域に複数

の専門薬剤師制度が存在する現状に対し、

混乱を防ぎ社会からの評価に応えるため

にも薬剤師の専門性の領域を整理する必

要性が指摘された。 

⚫ 薬局薬剤師の場合、JPALSの認定を経て専

門薬剤師を目指すというパスが考えられ

るが、JPALSの認定者数がまだ限られてお

り、研修認定薬剤師として CPC 認定の(G)

を要件としていることを研究班から説明

した。 

 

 以上の議論を踏まえて、CPC側座長より、研

究班の報告は独立した研究ではあるが、CPCと

も議論し、他の関係団体とも十分に意見交換が

なされており、できれば薬学全体で広く合意さ

れる報告としてまとめていただきたいとの発

言があった。 

 厚生労働省からは、矢野班には乱立している

薬剤師の専門制度の基準を整理することで、薬

剤師のみならず、他職種や患者さんからも一定

のレベルとして第三者的な評価が可能となり、

質の担保に繋がることを期待している。基準の

作成根拠などしっかりしたものを研究班で作

っていただければ、制度に結びつけるなど活用

していきたい。そういった基準ができれば、基

準に達しないものは淘汰されていくのではな

いか。一定の質を担保する仕組みを作るには、

それを評価する母体がしっかりしたものでな

いといけないと考えているとのコメントがあ

った。 

 

２．薬剤師の主な団体・学会との意見交換 

 日本病院薬剤師会、日本医療薬学会、日本薬

剤師会と個別に、最終報告に向けて意見交換を

WEBミーティングにより行った。 

 

(1) 日本病院薬剤師会（令和５年１月６日） 

出席者：（日本病院薬剤師会）奥田真弘、工藤

賢三、北原隆志、梅田賢太、有馬純子、山谷明

正、吉野宗宏、（研究班）矢野育子、入江徹美、

安原眞人、大村友博、（オブザーバー）厚生労

働省医薬・生活衛生局総務課 

 

研究代表者・矢野からこれまでの成果を報告

したうえで、「専門薬剤師」として必要な外形

基準の改定案および令和５年２月 23 日に行う

公開シンポジウムの討論テーマ（案）を提示し

た。また、分担研究者・入江からは米国・韓国・

日本の専門薬剤師の専門領域について報告し

た。そのうえで、出席者間で意見交換を行った。 

 

1) 専門薬剤師のベースとしての研修認定薬

剤師に試験を課すことについて 

 特に異論はない。 

 

2) 専門薬剤師の要件について 

① カリキュラムについて 

 （研究班）研修年限、特に勤務歴などで

考えるのではなく、各専門領域における

カリキュラムに沿って行うのが望ましい

のではないかと考えるがいかがか。 

 専門領域、特に感染領域ではカリキュラ

ムはないが、作成されたカリキュラムに

沿って自施設で研修を行うということで

あれば問題ないと考える。しかし、認定

された「研修施設」で学ぶ、もしくは

「研修施設」で勤務することを要件とす

ると資格取得が非常に難しい場合がある
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ため、「研修施設」での研修を必須には

しないことが望ましい。 

 「研修施設」での研修は、自施設で補え

ない内容を補うというスタンスが良いと

思う。 

 （研究班）研修としての質の担保は必要

であるため、研修カリキュラムを作成

し、自施設ではそれに則って研修を行

い、自施設で補えない内容を「研修施

設」で学ぶというのが良いのではないか

と考える。 

 

② 研修年限について 

 日本病院薬剤師会の８週間はがんに特化

した研修であり、研修施設での「勤務」

の場合はベース（ジェネラル）の業務も

あったうえでがんも学んでいると認識し

ている。その辺りを評価する形で年限を

設定するのが望ましい（日本医療薬学会

の５年も後者に該当すると考える）。 

 （研究班）日本病院薬剤師会で考えた場

合、３年で取得できるものがジェネラル

な認定である病院薬学認定薬剤師である

ことを考慮すると、研修年限はそれプラ

ス２年くらいがよいのではないか。 

 年限に関してもがん領域に引っ張られ

ず、他の領域にもある程度の配慮が必要

と考えるとの意見があった。 

 

③ 認定・専門・指導について 

 （研究班）日本病院薬剤師会の認定薬剤

師については、更新の際にも学術要件が

必要であり、かなりハードルが高くなっ

ているため、更新後は専門と名乗っても

良いのではないだろうか。 

 これまでの経緯もあるため、今の認定薬

剤師が専門を名乗ることになることにつ

いての配慮が必要である。 

 

④ 第三者機関認証について 

 （研究班）第三者機関が認証し、広告標

榜可能な専門薬剤師を提言していくこと

を考えている。 

 特に異論なし。 

 

⑤ 専門領域はどうあるべきか 

 （研究班）専門領域は、日本病院薬剤師

会が認定している領域や５疾病５領域を

基本に、社会のニーズ等を考慮して増や

していくべきかと考える。 

 特に異論なし。 

 

 

4) 全体を通して 

 （研究班）職能団体や各種学会は、所属

する会員のことを第一に考えるが、行政

から見たときには、最終的に患者や国民

からどうあるべきかを問われるため、専

門領域を設定する際もそのような目線で

選択する必要があると考える。 

 目指すべき方向としては、独立した団体

が専門薬剤師を認証するという形が良い

と考える。 

 （厚労省）その領域の専門を取った薬剤

師が、その後医療現場でどう活躍できる

かを見据えて制度設計をお願いしたい

（インセンティブなども含めて）。 

 HIV領域としては特に異論はないが、強

いて挙げるのであれば、保険薬局で勤務

する薬剤師への配慮もお願いしたい。

HIV領域は保険薬局との連携が重要であ

るため。 

 精神領域として、総論としては賛同でき

るが、研修制度（「研修施設」での研

修）はやはり難しいのではないか。 

 

(2) 日本医療薬学会（令和５年１月 16日） 

出席者：（日本医療薬学会）寺田智祐、石澤啓
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介、花輪剛久、池田龍二、関根祐子、豊見敦、

（研究班）矢野育子、入江徹美、安原眞人、近

藤悠希、大村友博、（オブザーバー）厚生労働

省医薬・生活衛生局総務課 

 

研究代表者・矢野からこれまでの成果を報告

したうえで、「専門薬剤師」として必要な外形

基準の改定案および令和５年２月 23 日に行う

公開シンポジウムの討論テーマ（案）を提示し

た。また、分担研究者・入江からは米国・韓国・

日本の専門薬剤師の専門領域について報告し

た。そのうえで、出席者間で意見交換を行った。 

 

1) 専門薬剤師のベースとしての研修認定薬

剤師に試験を課すことについて 

 薬剤師生涯学習達成度確認試験の場合、

日本医療薬学会の各種専門薬剤師を取得

するための試験と同一であり、レベルが

かなり高い。 

 （研究班）その通りなので、研修認定薬

剤師の試験として、薬剤師生涯学習達成

度確認試験を用いることについては削除

する方向とする。 

 

2) 専門薬剤師の要件について 

① 専門研修カリキュラムについて 

 （研究班）日本医療薬学会の場合、５年

が一つの単位となっている。特にがんの

場合、日本病院薬剤師会の病院薬学認定

薬剤師（３年）を取得したとしてもその

後５年の専門研修が必要であるが、ジェ

ネラルな部分として研修認定を持ってい

るのであれば、その後専門研修は２年

（もしくは３年）とすることで専門薬剤

師を取得できる可能性はあるか？ 

 薬物療法専門薬剤師の場合、ジェネラル

な薬物療法のところをベースとしたうえ

で更に専門的な薬物療法を行う専門薬剤

師という位置づけなので、研修認定薬剤

師３年（ジェネラル）＋２年（専門）

（合計５年以上）という考えは可能と考

えている。後半の２年（専門）はその専

門領域によって２年が良いか３年が良い

かを議論する必要はある。薬物療法専門

の場合、認定薬剤師（２～３年）を取得

した後にさらに５年間研修が必要である

とは考えていない。 

 （研究班）やはり専門（特にがん）研修

として５年は必要か？  

 以前は専門医の研修期間が５年だったこ

とが背景にあって、がんについても専門

研修は５年となっているが、現在、専門

医や看護師の研修期間は３年で良いと広

告標榜の官報でも出ており、それを考慮

すると専門薬剤師の研修に係る年数は３

年でも良いかと思っている。また、現

状、日本医療薬学会のがん専門薬剤師の

研修期間５年についても、５年の研修の

中にジェネラルな知識を得ることも含ま

れており、５年のうちにジェネラルな部

分と専門の部分を習得する建て付けとな

っている。一方、日本病院薬剤師会の病

院薬学認定薬剤師の場合、日本医療薬学

会と団体が異なるため、上手くその部分

を組み込めなかったので、病院薬学認定

薬剤師取得後にさらに５年となってしま

っているが、現在の流れ（＝一つの方向

性に行く）というのであれば、一緒に専

門の研修期間を考えることは可能と考え

る。 

 ジェネラルな部分として３年、専門研修

として２年と、完全に決めることは難し

いかもしれない。 

 

②  学術要件について 

 少し要件が甘い気がするが、その点はい

かがか？ 
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 （研究班）この点については日本医療薬

学会のがん等の専門薬剤師と同じ基準に

合わせており、今回は臨床現場で専門薬

剤師として活躍する人を想定している。

あまりにハードルを上げると、専門薬剤

師を取得する人が少なくなってしまう。 

 

3) 専門薬剤師第三者機関認定と学会認定が

共存することについて（研修施設などの

問題も含めて） 

 第三者機関認定については良いと考え

る。一方で、日本病院薬剤師会（３年）

と日本医療薬学会（５年）との研修期間

の違い、日本病院薬剤師会のがん認定・

専門と医療薬学会のがん専門・指導の折

り合い等を付ける必要がある。 

 （研究班）カリキュラム・試験・講習を

共通化して頂ければありがたい。なお、

日本病院薬剤師会のがん薬物療法認定は

更新時に学術要件を付けているので、そ

れをクリアしたらがん専門薬剤師と名乗

っても良いのではないかと日本病院薬剤

師会側には提案している。また、日本病

院薬剤師会のがん専門薬剤師については

更新時に指導と名乗っても良いのではな

いかと提案している。 

 

4) その他 

 第三者機関認定と学会認定が共存する

と、取得を目指す者にとってもわかりに

くいので、広告標榜以外の第三者機関認

定のメリットがあると良いと思う。 

 （研究班）少なくともがんの領域に関し

ては日本病院薬剤師会も日本医療薬学会

も第三者機関認定が始まれば申請をして

欲しい。また、米国ではメリットとして

就職に有利であったりすることもあり、

今後大学・病院などからのリクルートに

おいてもそのような流れ（第三者機関認

定薬剤師を積極的にリクルートするな

ど）ができれば良いと考える。 

 給料が良くなるとか、就職が良いとか、

プロモーションに役立つなどの実利的な

ところも必要である。 

 各学会の認定・専門を一本化していくと

いう流れか？それとも第三者機関が認定

していく仕組みを作るという流れか？ 

 （研究班）認定薬剤師は今まで通り学会

認定で良いが、専門薬剤師は第三者機関

が認定した薬剤師という仕組みをとする

ことを考えている。 

 （厚労省）現在、各学会や職能団体が

様々な認定・専門薬剤師を作っている。

がん領域についても複数存在し、どれを

選べばよいかわからなくなってきている

状態となっている。それをどう解決する

かということが本研究班のテーマであ

り、各団体のコンセンサスを取ろうとし

ている。皆様には、専門薬剤師が最終的

に患者さんにとってどうあるべきか、そ

して現場の薬剤師に対して所属団体がど

ういう組織であるかを指し示すことがで

きるかを念頭に置いて頂いたうえでご協

力いただきたい。 

 現在の官報では広告標榜を行う場合、薬

剤師の研修期間は５年のままである。そ

れを日本医療薬学会が２年とか３年にす

ると広告標榜が出来なくなるので、第三

者機関による認定で進む場合、それが広

告標榜可能とするという変更とセットで

行う必要があると思う。 

 

(3) 日本薬剤師会（令和５年１月 25 日） 

出席者：（日本薬剤師会）髙松登、宮﨑長一郎、

（研究班）矢野育子、入江徹美、安原眞人、大

村友博、（オブザーバー）厚生労働省医薬・生

活衛生局総務課 
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研究代表者・矢野からこれまでの成果を報告

したうえで、「専門薬剤師」として必要な外形

基準の改定案および令和５年２月 23 日に行う

公開シンポジウムの討論テーマ（案）を提示し

た。また、分担研究者・入江からは米国・韓国・

日本の専門薬剤師の専門領域について報告し

た。そのうえで、出席者間で意見交換を行った。 

 

1) 専門薬剤師の要件について 

 （研究班）薬局の専門薬剤師制度につい

て病院と同じ要件で良いと思うか？領域

について考慮すべき点はあるか？ 

 薬局薬剤師も専門薬剤師制度について議

論を深めていく時期に入っている。その

中で病院薬剤師と薬局薬剤師の違い（全

体的な知識の違い、機能の違い）を縮め

ていく必要がある。また、本研究班の提

案（制度設計）について、要件について

もあまりハードルを高くする必要はない

と考えている。 

 医師の専門医の年限が５年から３年とな

った背景には、研修医制度が２年と固ま

って、それプラス３年とすることで専門

医を取りやすくしようとしたと思う。薬

剤師の専門の年限が５年となっている

が、これはジェネラルと専門両方合わせ

て５年という意味合いだと思う。今後、

薬剤師の卒後研修などの検討が議論の中

で進んでいるので、医師のように将来的

な展望を見据えて制度設計したほうが良

いと思う。 

 要件が緩い専門制度については、今回の

制度設計を示すことで揃えるべきであ

る。 

 外形基準改定案において、試験をするこ

とについて取り消し線が入っているが、

研修認定薬剤師で認定試験のないものに

ついては簡単なもので良いからやはり試

験を行ったほうが良いと思う。 

 （研究班）薬剤師生涯学習達成度確認試

験を想定していたが、レベルが高いと意

見もあり削除した。 

 薬剤師生涯学習達成度確認試験は薬局薬

剤師にとっては中堅クラス用の試験であ

り、卒後の初期研修の認定という立ち位

置ではないので、違う試験でも良いと思

う。 

 （研究班）初期研修の認定という立ち位

置の試験は日薬としてはあるか？ 

 日本薬剤師会としては設定していない。

一方で、JPALSでは各段階（レベル）で

の WEBテストを経てレベルを上げる必要

があり、その中に初期研修認定的な要素

を含むと考える。 

 CPCの(G)や(P)の認証の中に試験を必須

とすることを入れ込むことも一案（各団

体が試験をすることを必須とするのが良

いと思う）。 

 （研究班）JPALS の各段階（例：1→2）

でも試験があるのか？ 

 それぞれの段階で試験がある。領域別認

定等の段階で試験を入れるということで

も良いかと思う。 

 薬剤師生涯学習達成度確認試験は難しい

と思うが、CPCの(G)や(P)の認証におい

て、試験をすることが望ましいというこ

とも提言して欲しい。 

 （研究班）確認試験という言葉ではな

く、「認定試験のない制度では何らかの

研修試験を受けることが望ましい」等の

文言を入れようと思う。CPCについても

そのような提案の記載を検討したいと思

う。 

 CPC認証の専門薬剤師と各学会が認定す

る専門薬剤師が混在することになるが、

特にがんについてはできるだけ第三者認

証の専門薬剤師に収束するように日本病
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院薬剤師会と日本医療薬学会には話して

いる。 

 （研究班）年限だが、合計５年とし、そ

の間に研修認定を取りながら専門領域を

学ぶ形が薬剤師としては馴染むかと考え

る。 

 

2) 学術要件について 

 学会発表だが、専門領域における学会発

表ということで良いか？ 

 （研究班）そのように記載する。 

 日本薬剤師会や日本病院薬剤師会（職能

団体）での発表も含まれるよう記載を考

慮したほうが良い。 

 学術大会においては、該当は専門領域に

関する研究発表とすべきである。 

 （研究班）全国規模の職能団体の学術大

会での研究発表も含むという書き方にし

たい。専門分野における研究発表である

ことも記載したい。 

 

3) CPCについて 

 （研究班）CPCとも相談しており、(S)の

活用について研究班の提案に協力しよう

という話になっている。CPCでも新たな

小委員会を作り、(S)の質保証について

議論を開始している。 

 CPCの(G)と(P)について、(P)は(G)の上

という立ち位置なのか？ 

 CPCの(G)と(P)についても今後 CPCの中

で再検討してもらいたいと考えている。

(P)の立ち位置が少し曖昧。できれば、

この辺りも本研究班の提案に盛り込んで

ほしい。 

 （研究班）大変重要な議論である。な

お、CPCが認証するのは「制度」を認定

しており、その制度を支えているプロバ

イダを承認したという位置づけではな

い。CPCのスライドについて、誤解を招

きやすいのでプロバイダではなく制度名

を記載したいと思う。 

 

4) その他 

 （厚労省）いろいろな課題があり、23日

の公開シンポでも結論が出ない可能性も

あるが、いろんな意見を頂いたうえで厚

労省側でも整理していきたい。 

 （研究班）広告標榜を行う場合、薬剤師

の研修期間は５年となっているが、研修

認定薬剤師をとってからさらに５年とい

うことではないという認識で良いか？ 

 （厚労省）上乗せではないと理解してい

る。 

 （研究班）専門研修５年→３年などの変

更は可能か？また、第三者認証の専門薬

剤師であれば広告標榜を行うことが可能

という変更もあり得るか？（担当は医政

局だが） 

 （厚労省）広告規制についても変更は可

能。 

 領域については５疾病５事業だけでな

く、腎臓病なども入れていった方が良い

のではないかと考える。 

 

３．公開シンポジウムの開催 

 令和５年２月 23 日(祝)に公開シンポジウム

「国民のニーズに応える薬剤師の専門性のあ

り方に関する調査研究」を現地会場ステーショ

ンコンファレンス東京にて、現地と WEBのハイ

ブリッド開催した(資料１)。第一部では、『研

究成果報告』（70分）を行い、第二部では、『薬

剤師の専門性の質保証を考える』（85分）を行

った。事前参加登録を必須とし、事前登録者に

は当日の録画を３月１日～３月 28 日までオン

デマンド配信した。事前参加登録者数は 313名

であった。 

 

(1）第一部：研究成果報告 
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報告内容 

1．研究背景 

2．R２年度の成果 

 ・薬剤師の認定・専門制度の現状調査 

 ・名称の統一と定義について 

 ・専門薬剤師に必要な要件について 

3．R３年度の成果 

 ・各団体に対するアンケート結果 

 ・第三者機関による質保証と広告標榜 

4. 入江研究分担者からの報告 

 「他の医療職種や海外の専門薬剤師制度との

比較を通じて」 

5. R４年度の調査研究 

  ・研究班からの提案 

 （当日用いた研究代表者及び研究分担者スラ

イドを資料２に示す。） 

 

(2)R４年度の調査研究まとめ 

1. 第三者機関による質保証について 

認定された専門薬剤師が社会から信頼を得

るためには、公正・中立な第三者機関による評

価が必要である。CPCは、薬剤師に対する各種

研修・認定制度を実施する法人で、団体は「認

定制度評価基準」に則り、この法人の認証を受

けることができるとされている。一方、日本専

門医機構では、各領域学会が学術的な観点から

責任を持って研修プログラムを構築し、日本専

門医機構がそのプログラムを検証・調整し標準

化を図るとともに、プロフェショナル・オート

ノミーの理念のもと専門医の認定そのものを

行うとされている。また、米国の Board of 

Pharmacy Specialties (BPS)は専門薬剤師の

認定機関で、新規専門領域の認定そのものを行

っている。専門薬剤師の場合には、第三者機関

が認定制度を認証するのか、個々の専門薬剤師

そのものを認定するのか、どちらが有効かにつ

いても検討する必要がある。 

 

2. 専門薬剤師に必要な研修についての論点 

 専門薬剤師の質を担保するためには、ど

ういう教育を受けたかを指し示すカリキ

ュラムやプログラムが必要ではないか？ 

 研修は認定研修施設で行わなければいけ

ないか？ 

 専門業務に携わる年限を持って研修とし

て良いか？ 

 研修の質の担保は、試験や症例で代替で

きるのか？ 

 指導薬剤師や専門薬剤師がいない施設で

はどうするのが良いか？ 

 日本医療薬学会専門制度における基幹施

設と連携施設のような仕組みをとっては

どうか？ 

 必須の研修項目について、できない部分

は他施設で研修を行うことは可能か？ 

 ジェネラルな薬剤師として少なくとも２

年の研修（医療倫理、感染対策、医療安全

などの必修講習を含む）は必要で、３年以

上の専門研修と合わせて合計５年以上の

年限は必要となるのではないか？ 

 

3. 「専門薬剤師」の新規申請に必要な外形基

準の改定案 

1. 薬剤師としての実務経験：５年以上 

2. 研修認定薬剤師（ジェネラルな薬剤師）で

あること：過渡的には、CPC 認証の(G)か

(P)の認定薬剤師。将来的には、認定試験

を課すことが望ましい。 

3. 専門領域のカリキュラムに沿った研修：

ジェネラルな領域も含めて５年以上 (う

ち専門領域について３年以上）。評価シー

トや研修手帳で評価を受けることが望ま

しい。 

4. 過去５年間での自身が関わった症例ある

いは事例の要約 30例以上程度。 

5. 認定試験の合格（面接試験もあることが
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望ましい） 

6. 専門領域の筆頭論文１報（要査読） or 学

会発表２回（うち筆頭１回）   

 

4. 「専門薬剤師」の更新申請に必要な外形基

準案 

1. ５年を目安に更新すること 

2. 最新の専門領域に関する研修単位（関連

学会や講習会の参加） 

3. 自身が関わった症例あるいは事例の要約 

（新規申請よりも少なくてもよい） 

 専門薬剤師として５年以上医療現場で活

躍しており、領域別認定薬剤師や専門薬

剤師を養成する管理的立場の薬剤師とし

ての名称は指導薬剤師が相応しい。 

 専門的薬剤業務の提供に引き続き関わっ

ている場合は、専門薬剤師と指導薬剤師

の資格を併せて有することが必要である。 

 

(3)その他研究班からの提案 

国民からみて分かりやすい専門薬剤師制度

とその質を担保し、良質かつ安全な医療を提供

するために、学会・団体の枠を超えて今後検討

が必要な事項を列挙する。 

1. 資格のある薬剤師の名称と定義の統一化 

（研修認定薬剤師、領域別認定薬剤師、 

専門薬剤師、指導薬剤師） 

2. 専門薬剤師という名称を大事に使ってい

ただきたいこと(質を担保できる申請要件

として、他の医療職と並ぶものであるこ

と） 

3. 専門薬剤師の第三者機関による質保証の

仕組みに関する具体的な議論を開始する

こと 

4. 各領域の薬学的管理において必要な専門

性を有する薬剤師を地域偏在なく養成し、

国民の医療に広く貢献できる体制を整え

ること 

 

(4)第二部：薬剤師の専門性の質保証を考える

座長（矢野、入江、安原）とコメンテーター

として、髙松登（日本薬剤師会 常務理事）、

工藤賢三（日本病院薬剤師会 理事）、石澤啓

介（日本医療薬学会 理事）、吉田武美（CPC 代

表理事）、太田美紀（厚生労働省医薬・生活衛

生局総務課 薬事企画官）が登壇し、これまで

の研究班の調査検討のなかで課題と考えられ

る合計９つの事項について３つのテーマに分

けて意見交換を行った。      

 

討論テーマ 1：専門薬剤師の要件について 

① 専門薬剤師のベースとなるジェネラルな薬

剤師の証として、過渡的には CPCの(G)ある

いは(P)が利用可能であるが、将来的には試

験等を用いた質の評価が必要ではないか。 

 

・現状の(G)と(P)についての議論が必要。 

・現状では単位の取得で終わっている制度も

あるので、能力を確認する試験が必要。 

・(G)と(P)の質保証の仕組みを CPC内でも考

えている。(S)の議論は慎重にする必要が

ある。 

・均一性と質保証が必要で、ジェネラルな薬

剤師については継続することが重要であ

る。 

・日本病院薬剤師会の病院薬学認定は３年だ

が、JPALSでは４年かかる。JPALSについて

も認定取得までの期間を短縮する方向で

日本薬剤師会として動いている。 

 

② 専門薬剤師の研修として、On the Jobトレ

ーニングを基本とするが、専門領域に必要

な研修カリキュラムを作成し、項目毎に指

導薬剤師の評価を受けることが望ましいの

ではないか。その際に、評価シートや研修手

帳の利用も有効ではないか。自施設に指導
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薬剤師や専門薬剤師が不在である場合や、

自施設で研修できない項目がある際には、

地域や学会等と連携のもと、他施設での研

修や指導薬剤師の定期的な指導を受けるこ

とが望ましいのではないか。 

 

・指導者の養成が重要である。利便性を考え

た複数専門領域に対応できる一元管理で

きるシステムを構築するのが良いのでは

ないか。 

・今後、団体内で検討していきたい。 

・専門医療機関連携薬局の場合にも、近くに

研修施設がないという問題がある。広く研

修を受け入れる体制整備が重要である。 

・大学や地域薬剤師会の関与も重要でない

か。 

 

③ 専門薬剤師に至るには５年以上の実務経験

が必要で、２年間はジェネラルな研修に必

要なため、専門領域の研修として３年以上

を充てるのが良いのではないか。 

 

・ジェネラルな研修と専門研修を並行して

進めることで良いのではないか。 

・専門薬剤師申請の実務経験を５年から３

年に短縮している。 

・最初はジェネラルな研修認定を受けてい

るが、日本薬剤師研修センターの最近の更

新率は７割程度である。 

 

④ 専門薬剤師にも一定レベルの研究活動実績

が必要で、専門領域に係る学会発表２回（う

ち１回は筆頭）あるいは査読のある筆頭論

文１編としてはどうか。 

 

・日本薬剤師会『薬剤師行動規範』にも「学

術発展への寄与」があり、研究は当然必要

である。 

・認定薬剤師の場合も、更新要件として学術

要件を課している。 

・アメリカでは要件としてはないが、自律的

に学会で発表したりしている。 

 

討論テーマ 2：第三者機関による質保証につい

て 

⑤ 国民や他の医療職から信頼を得るには、専

門薬剤師制度の第三者機関認証と個々の専

門薬剤師の第三者機関による認定のどちら

が有効か。第三者機関としては、CPCの活用

あるいは新規の機構を立ち上げることが想

定されるが、いずれの場合も薬剤師の自律

のもと国民にとって分かりやすいものであ

るべきではないか。 

 

・自律的であることが大事。 

・認証要件が明らかにならないとわからな

い。 

・第三者認証を受けた専門制度とそうでな

い制度の差別化はどうなるのか。 

・公益社団法人であるべきである。 

・第三者機関認証が単なる書類作りになら

ないかを心配する。 

・専門薬剤師の個別認定となると、かなりの

人手が必要で資金も必要になってくる。 

 

⑥ 第三者機関が薬剤師の専門性の認定を開始

した際には、医療法における専門性の広告

標榜と連動させていくのが良いのではない

か。専門研修の年限についても他の職種と

あわせて３年以上としていくことが良いの

ではないか。 

 

・広告との連動が良い。現状では広告標榜で

きるのは学術団体に限られている。 

・研修期間の５年から３年への短縮につい

ては議論が必要。 

・広告標榜と連動可能であるが、医療のなか
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で専門薬剤師がどういう位置付けのもの

か明らかにする必要がある。領域ごとで一

つにする必要はある。 

 

⑦ 薬剤師が専門性を有する意義は、国民に質

の高い医療を提供するためであるが、後進

にとって憧れの資格となるためには、有資

格者に対するインセンティブ（転職に有利

や給与等の待遇）とともに、診療報酬や調剤

報酬上の優遇措置も検討する必要があるの

ではないか。 

 

・調剤報酬のためではなく、あくまで自律的

であることが大事である。目的が違う。 

・ありがたい。 

・その前に、エビデンスの構築が大事。 

・生涯学習の上にインセンティブがあれば

なお良い。 

・わかりやすいキャリアパスを示して欲し

い。貢献度のエビデンスを示すことが大事。 

 

討論テーマ３：薬剤師の専門性と生涯研鑽 

⑧ 薬剤師の専門性が必要な領域については、

社会のニーズや医療政策、専門性を持った

薬剤師の活動実態を勘案しながら決定して

いくべきもので、諸外国の専門薬剤師や国

内の医療職種の動向も参考になるのではな

いか。また、医師・歯科医師の状況も鑑み、

専門領域が乱立しないように各領域（例え

ば、がん領域）は一つに纏める方向が良いの

ではないか。  

 

・薬局薬剤師はジェネラリストであること

が大事で、数は少数に限って細分化しない

方が良い。 

・ひとつにまとめるためには、公的なプラッ

トフォームが必要である。継続して考える

ことが大事で、領域を話し合う場も必要。 

・国民にわかりやすくまとめていく必要が

ある。 

・薬局には広告規制はない。 

 

⑨ 薬剤師のキャリアパスを考えた際に、全て

の薬剤師が専門薬剤師を目指す必要はない。

薬剤師の基本は薬物療法全般をカバーする

ジェネラリストであることで、専門薬剤師

資格の有無に関わらず、生涯にわたって自

らを高める姿勢が重要である。質の高い薬

剤師の養成は社会のニーズであり、卒前教

育やレジデント制度・専門薬剤師制度との

調和や臨床系教員の臨床能力の維持など臨

床薬学教育体制の体系的な整備が重要で、

職能団体や学協会、行政とともに、地域にお

ける大学の役割も重要となるのではないか。 

 

・その通りである。 

・話し合いのスタートが必要。公的な場で議

論する必要がある。 

・あくまで国民目線で考えることが重要。 

・薬剤師がなくてはならないものであるた

めに、専門職としてのエビデンスを構築す

ること。 

・薬剤師はジェネラリストの極みである。日

本医療薬学会の地域薬学ケア専門薬剤師

や薬物療法専門薬剤師なども大事。 

・ジェネラリストであり、専門を持つという

流れ、医師と同じ領域でなくても良い。 

 

各討論テーマについては、事後アンケートと

して、当日の参加者およびオンデマンド視聴者

から回答を得た。資料３にアンケートの設問を

示す。事前参加登録者数は 313 名であったが、

うち 88 名から討論テーマに沿った事後アンケ

ートの回答が得られた。 

アンケートの回答者は病院所属が 62.5%と

多かったが、ついで薬局所属が 20％であり、回

答者の 80％が何らかの認定あるいは専門薬剤
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師の資格を有していると回答した（資料４）。

Q1～9 に対して同意するとの回答が概ね得ら

れ、自由記載のコメントとして多くの意見を得

ることができた（資料５）。 

 

Ｄ．考察 

 本研究班では３年間にわたって、資格を有

する薬剤師の名称・定義の統一化とともに、

専門薬剤師の質を担保するための認定基準や

第三者機関の認定システムの具体策を提示す

ることを目標に活動してきた。その結果、専

門薬剤師の認定要件や名称・定義に関する提

案、第三者評価の必要性については多くの同

意する意見が得られたが、具体的な第三者機

関の運営方法についての課題が残った。ま

た、ジェネラリストとしての薬剤師のあり方

や生涯教育と専門制度との関連など配慮すべ

き事項も明らかになった。今回はじめて、公

的な場で学会・団体の枠を超えて専門薬剤師

制度について考える機会となったとの声も多

く寄せられており、引き続き公的な場で、専

門制度を有する学会や団体のみならず、行政

やアカデミア、他の医療職、一般の国民を含

めて継続的に議論していく必要があると考え

る。 

令和５年２月に開催した公開シンポジウム

では、研究班が考える専門薬剤師制度に関す

る課題についてコメンテーターから意見をい

ただいたが、参加者からも事後アンケートの

形で多くの意見が寄せられ、関心の高さが伺

えた。いただいた意見を参考に、討論テーマ

に沿って重要と考えられる事項について以下

に示す。 

 

討論テーマ 1：専門薬剤師の要件について 

① 専門薬剤師のベースとなるジェネラルな

薬剤師の証として、過渡的には CPCの(G)

あるいは(P)が利用可能であるが、将来的

には試験等を用いた質の評価が必要では

ないか。 

 

→ CPCの(G)と(P)の質保証についても検

討が必要である。ジェネラルな薬剤師と

して何が必要で、どう教育して、どう評価

していくのかについての議論が必要で、

全体の薬剤師の質を向上し、維持させる

仕組みがなければ、国民のニーズに応え

ることができない。 

→ 研究班の提案するステップ 1の「研修

認定薬剤師」は、日本薬剤師研修センター

の認定制度(G01)の名称であるため、認定

薬剤師（ジェネラル）という名称の方が良

い。 

 

② 専門薬剤師の研修として、On the Jobト

レーニングを基本とするが、専門領域に

必要な研修カリキュラムを作成し、項目

毎に指導薬剤師の評価を受けることが望

ましいのではないか。その際に、評価シー

トや研修手帳の利用も有効ではないか。

自施設に指導薬剤師や専門薬剤師が不在

である場合や、自施設で研修できない項

目がある際には、地域や学会等と連携の

もと、他施設での研修や指導薬剤師の定

期的な指導を受けることが望ましいので

はないか。 

 

→ カリキュラムを作成することで質を

担保することは重要である。指導者の養

成や、広く研修を受け入れる体制整備が

必要である。研修手帳等は IT化を進める

べきである。 

 

③ 専門薬剤師に至るには５年以上の実務経

験が必要で、２年間はジェネラルな研修

に必要なため、専門領域の研修として３

年以上を充てるのが良いのではないか。 
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→ジェネラルな研修と専門研修を並行し

て進めることで良いのではないか。ジェ

ネラルな薬剤師の質の担保も必要で、２

年間は短いのではないか。また、専門領域

の違いによる年数の考慮も必要である。 

→今後、薬剤師の初期研修やレジデント

の位置づけを考慮した上で、専門薬剤師

の研修期間を検討すべきである。 

 

④ 専門薬剤師にも一定レベルの研究活動実

績が必要で、専門領域に係る学会発表２

回（うち１回は筆頭）あるいは査読のある

筆頭論文１編としてはどうか。 

 

→ 日本薬剤師会『薬剤師行動規範』にも

「学術発展への寄与」があり、研究意識を

持つことは必要である。論文は必須であ

るとの意見もあり、地域の大学や大学病

院などで論文執筆の指導を受けられるよ

うな体制整備が望まれる。 

 

討論テーマ 2：第三者機関による質保証につい

て 

⑤ 国民や他の医療職から信頼を得るには、

専門薬剤師制度の第三者機関認証と個々

の専門薬剤師の第三者機関による認定の

どちらが有効か。第三者機関としては、

CPC の活用あるいは新規の機構を立ち上

げることが想定されるが、いずれの場合

も薬剤師の自律のもと国民にとって分か

りやすいものであるべきではないか。 

 

→ 自律的に公益性を持った機関が行う

ことが重要である。制度の認証か、専門薬

剤師そのものを認定するかについての議

論は現時点では十分なされていない。 

 

⑥ 第三者機関が薬剤師の専門性の認定を開

始した際には、医療法における専門性の

広告標榜と連動させていくのが良いので

はないか。専門研修の年限についても他

の職種とあわせて３年以上としていくこ

とが良いのではないか。 

 

→ 広告標榜との連動は可能であるが、医

療のなかで専門薬剤師が国民にとってど

う役立つ人かを明らかにする必要がある。

またその際には、領域ごとで一つにする

必要はある。 

 

⑤ 薬剤師が専門性を有する意義は、国民に

質の高い医療を提供するためであるが、

後進にとって憧れの資格となるためには、

有資格者に対するインセンティブ（転職

に有利や給与等の待遇）とともに、診療報

酬や調剤報酬上の優遇措置も検討する必

要があるのではないか。 

 

→ わかりやすいキャリアパスを示し、国

民に対し専門薬剤師の貢献度を示すこと

がまず大事で、それに対してインセンテ

ィブが後から伴ってくることが望ましい。 

 

討論テーマ３：薬剤師の専門性と生涯研鑽 

⑥ 薬剤師の専門性が必要な領域については、

社会のニーズや医療政策、専門性を持っ

た薬剤師の活動実態を勘案しながら決定

していくべきもので、諸外国の専門薬剤

師や国内の医療職種の動向も参考になる

のではないか。また、医師・歯科医師の状

況も鑑み、専門領域が乱立しないように

各領域（例えば、がん領域）は一つに纏め

る方向が良いのではないか。 

 

→ 薬剤師はジェネラリストであること
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が大事で、専門領域は少数に限ってあま

り細分化しない方が良い。国民にわかり

やすくまとめるためには、公的なプラッ

トフォームが必要で、継続して考えるこ

とが大事である。 

 

⑦ 薬剤師のキャリアパスを考えた際に、全

ての薬剤師が専門薬剤師を目指す必要は

ない。薬剤師の基本は薬物療法全般をカ

バーするジェネラリストであることで、

専門薬剤師資格の有無に関わらず、生涯

にわたって自らを高める姿勢が重要であ

る。質の高い薬剤師の養成は社会のニー

ズであり、卒前教育やレジデント制度・専

門薬剤師制度との調和や臨床系教員の臨

床能力の維持など臨床薬学教育体制の体

系的な整備が重要で、職能団体や学協会、

行政とともに、地域における大学の役割

も重要となるのではないか。 

 

→ ジェネラリストと専門性の両方が大

事で、薬剤師がなくてはならないもので

あるために、専門職としてのエビデンス

を示していくことが大事である。国民に

薬剤師を認めてもらうためには、まずは

薬剤師全体の質の底上げと意識改革が必

要である。 

 

Ｅ．結論 

 専門薬剤師に至るまでの名称の定義（ジェ

ネラルな認定薬剤師、領域別認定薬剤師、専

門薬剤師）や、専門薬剤師の要件（実務経

験、必要な資格、専門領域のカリキュラムに

沿った研修、自身が関わる症例あるいは事例

報告、認定試験、学術要件）、第三者機関に

よる専門薬剤師の認証の必要性については、

ほぼ同意する意見が得られた。しかし、専門

薬剤師に至る前提条件としての、薬のジェネ

ラリストとしての薬剤師の資質向上を望む声

も多く、薬剤師全体の質の底上げとして卒後

教育の体系化、専門性を持った薬剤師の貢献

事例を蓄積していくことが重要であることが

示された。本研究を契機に公的な場で、薬剤

師のキャリアパスと専門性について継続して

議論する必要性が示された。 

 

Ｆ．健康危険情報 

 該当なし 

 

Ｇ．研究発表 

1. 論文発表 

(1) 矢野育子：薬剤師の専門性のあり方につ

いて , 薬学雑誌 , 142(9): 971-975 

(2022) (査読あり) 

  

2. 学会発表等  

(1) 矢野育子：国民のニーズに応える専門薬

剤師のあり方について, 第 25回日本臨床

救急医学会総会・学術集会 シンポジウム

4 (2022.5.27,大阪） 

(2) 矢野育子:薬の倫理とプロフェショナル

オートノミー, 沖縄県病院薬剤師会講演

会（2022.6.4, WEB開催） 

(3) 矢野育子：薬剤師が変わると医療が変わ

る：リサーチマインドを持とう！ , 

Inovative Pharmacist Seminar in 

Yamagata 2022（2022.7.28, 山形,ハイブ

リッド開催） 

(4) 矢野育子：医療現場で 35年：「薬剤師が変

われば医療が変わる」と言われたい, 第

16 回京都大学薬学部生涯教育講演会

（2022.9.10, WEB開催） 

(5) 矢野育子：薬剤師が変わると医療が変わ

る〜輝ける未来に向かって〜,第 32 回日

本医療薬学会年会（2022.9.24,高崎） 

(6) 矢野育子：薬剤師の専門性のあり方につ

いて：研究班からの提案, 令和 4 年度厚

生労働科学研究費補助金（医薬品・医療機
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器等レギュラトリーサイエンス政策研究

事業）「国民のニーズに応える薬剤師の専

門性のあり方に関する調査研究」公開シ

ンポジウム（2023.2.23, 東京, ハイブリ

ッド開催） 

(7) 入江徹美：他の医療職種や海外の専門薬

剤師制度との比較を通じて, 令和 4 年度

厚生労働科学研究費補助金（医薬品・医療

機器等レギュラトリーサイエンス政策研

究事業）「国民のニーズに応える薬剤師の

専門性のあり方に関する調査研究」公開

シンポジウム（2023.2.23, 東京, ハイブ

リッド開催） 

 

Ｈ．知的財産権の出願・登録状況 

該当なし 

 

 

 


